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12月１日～平成29年１月17日（日没～午後10時）

黄金色の「銭形砂絵」
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　家
庭
内
の
問
題
（
夫
婦
、
親

子
、
結
婚
、
離
婚
、
扶
養
、
相

続
な
ど
）、
借
地
・
借
家
問
題
、

差
別
問
題
、
外
国
人
の
人
権
問

題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
配
ご

と
で
困
っ
て
い
る
人
は
、
人
権

相
談
（
日
時
や
場
所
は
、
２３
ペ

ー
ジ
の
「
相
談
あ
れ
こ
れ
」
参

照
）
や
地
元
の
人
権
擁
護
委
員

に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

　い
じ
め
や
虐
待
な
ど
、
子
ど

も
の
人
権
に
関
す
る
相
談
や
情

報
提
供
。

高
松
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
０
１
２
０

−

０
０
７

−

１
１
０

　夫
や
恋
人
か
ら
の
暴
力
、
職

場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為

な
ど
、
女
性
の
人
権
に
関
す
る

相
談
や
情
報
提
供
。

高
松
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
０
５
７
０

−

０
７
０

−

８
１
０

　差
別
や
人
権
侵
害
の
な
い
地

域
や
職
場
づ
く
り
の
た
め
、
自

治
会
の
会
合
や
職
場
研
修
に
、

講
師
を
無
料
で
派
遣
し
ま
す
。

　北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
「
拉
致
」

な
ど
の
人
権
侵
害
問
題
に
対
す

る
関
心
お
よ
び
認
識
を
深
め
ま

し
ょ
う
。

１２
月
３
日
（
土
）

午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時

サ
ン
ポ
ー
ト
ホ
ー
ル
高
松
・

高
松
シ
ン
ボ
ル
タ
ワ
ー

観
音
寺
中
央
高
等
学
校
の
臓

器
提
供
に
関
す
る
取
り
組
み

発
表
、
じ
ん
け
ん
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
、
県
立
聾
学
校
「
響
心
太

鼓
」、
高
松
北
高
等
学
校
書
道

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
み
つ
ろ

う
ペ
ン
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
、

み
ん
な
で
考
え
る
人
権
の
つ

ど
い
、
人
権
啓
発
ポ
ス
タ

ー
・
パ
ネ
ル
展
等
の
人
権
啓

発
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

香
川
県
人
権
・
同
和
政
策
課

☎
０
８
７

−

８
３
２

−

３
２
０
１

　１２
月
１０
日
は
、
世
界
人
権
宣

言
採
択
を
記
念
し
て
、「
人
権
デ

ー
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
１２
月
４
日
か
ら
１０
日
ま

で
は
「
人
権
週
間
」
で
す
。
こ
の

期
間
中
は
、
い
ろ
い
ろ
な
所
で
、

人
権
尊
重
に
つ
い
て
の
啓
発
活

動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

催
し
に
参
加
し
て
、
人
権
に
つ

い
て
、
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

　人
権
は
、
人
間
ら
し
い
幸
せ

な
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
権

利
で
す
。
お
互
い
の
人
権
が
尊

重
さ
れ
、
差
別
の
な
い
明
る
い

世
の
中
に
し
た
い
も
の
で
す
。

平
成
２８
年
度
啓
発
活
動

　
　
　
　
　
　年
間
強
調
事
項

・
女
性
の
人
権
を
守
ろ
う

・
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

・
高
齢
者
の
人
権
を
守
ろ
う

・
障
が
い
を
理
由
と
す
る
偏
見

や
差
別
を
な
く
そ
う

・
同
和
問
題
に
関
す
る
偏
見
や

差
別
を
な
く
そ
う

・
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
理

解
を
深
め
よ
う

・
外
国
人
の
人
権
を
尊
重
し
よ

う

１２
月
４
日
（
日
）

午
後
１
時
２０
分
～

大
野
原
会
館

「
多
様
な
社
会
を
ど
う
築
く

の
か
」
斉
藤

　り
え
先
生

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　１
歳
の
時
に
病
気
に
よ
り
聴

力
を
完
全
に
失
い
、
聴
覚
障
が

い
者
と
な
る
。
人
と
関
わ
る
こ

と
が
好
き
で
さ
ま
ざ
ま
な
接
客

業
に
挑
戦
。
銀
座
の
高
級
ク
ラ

ブ
勤
務
時
に
、
筆
談
を
生
か
し

た
接
客
で
「
筆
談
ホ
ス
テ
ス
」

と
し
て
話
題
に
な
る
。
２
０
１

５
年
５
月
か
ら
東
京
都
北
区
議

会
議
員
。
２
０
２
０
年
東
京
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
「
心
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
を
実
現
す
べ

く
活
動
中
。

　入
場
無
料

　人
権
課

　☎
２３

−

３
９
２
８

・
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン

病
患
者
等
に
対
す
る
偏
見
や

差
別
を
な
く
そ
う

・
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に

対
す
る
偏
見
や
差
別
を
な
く

そ
う

・
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の

人
権
に
配
慮
し
よ
う

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し

た
人
権
侵
害
を
な
く
そ
う

・
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵

害
問
題
に
対
す
る
認
識
を
深

め
よ
う

・
ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
偏
見

や
差
別
を
な
く
そ
う

・
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
偏

見
や
差
別
を
な
く
そ
う

・
性
同
一
性
障
害
を
理
由
と
す

る
偏
見
や
差
別
を
な
く
そ
う

・
人
身
取
引
を
な
く
そ
う

・
東
日
本
大
震
災
に
起
因
す
る

偏
見
や
差
別
を
な
く
そ
う

　ど
の
課
題
も
大
変
重
要
で
す
。

早
期
の
解
決
に
は
、
関
心
と
理

解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
す
。

　法
務
省
お
よ
び
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
が
実
施
し
て
い
る

「
人
権
の
花
」
運
動
の
一
環
と

し
て
、
常
磐
小
学
校
の
１
年
生

と
６
年
生
が
人
権
擁
護
委
員
の

協
力
を
得
て
、
１０
月
２４
日
、
パ

ン
ジ
ー
の
苗
を
植
え
ま
し
た
。

６
年
生
は
「
１
年
生
へ
の
優
し

さ
を
」
１
年
生
は
「
６
年
生
へ

の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い

で
い
よ
う
」
と
、
今
後
も
花
を

育
て
る
こ
と
を
通
し
て
、
思
い

や
り
の
心
を
育
ん
で
い
き
ま
す
。

　こ
と
し
１０
月
、
大
阪
府
で
視

覚
障
が
い
の
あ
る
人
が
駅
の
ホ

ー
ム
か
ら
転
落
し
、
電
車
に
ひ

か
れ
て
亡
く
な
る
と
い
う
痛
ま

し
い
事
故
が
発
生
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
事
故
か
ら

視
覚
障
が
い
の
あ
る
人
を
守
る

た
め
に
、
私
た
ち
に
は
何
が
で

き
る
で
し
ょ
う
か
。

　先
日
、
市
内
の
視
覚
障
が
い

の
あ
る
人
か
ら
話
を
聞
く
機
会

が
あ
り
ま
し
た
。
白
杖
を
持
っ

て
信
号
待
ち
を
し
て
い
る
私
を

気
に
し
て
い
る
様
子
の
小
学
生

が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
こ
ち

ら
か
ら
「
信
号
が
青
に
な
っ
た

ら
教
え
て
く
れ
る
？
」
と
話
し

か
け
る
と
、
返
事
を
し
て
、
青

信
号
に
な
っ
た
こ
と
を
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
台
風
で

水
が
増
し
て
い
た
側
溝
に
落
ち
、

困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
通
り
か

か
っ
た
女
性
が
、
車
を
止
め
て

「
大
丈
夫
で
す
か
？
」
と
声
を
か

け
て
く
れ
、
平
常
心
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
視
覚

障
が
い
の
あ
る
人
に
と
っ
て
声

を
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
と
て

も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
と
話

し
て
い
ま
し
た
。

　声
を
か
け
合
い
、
助
け
合
い
、

み
ん
な
が
共
に
生
き
て
い
く
住

み
よ
い
社
会
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
一
人
ひ
と
り
が
お
互
い

に
理
解
を
深
め
、
人
権
を
尊
重

し
、
心
理
的
な
障
壁
（
バ
リ
ア
）

を
取
り
除
く
「
心
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー
」
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。

平成２８年度啓発活動重点目標

相手を思いやる心を大切に 私たちにできること

～考えよう　相手の気持ち　未来へつなげよう　違いを認め合う心～
人権課　☎２３－３９２８

平成２８年度啓発活動重点目標

みんなで築こう　人権の世紀 第６８回人権週間
１２月４日～１０日

世界人権デー
１２月１０日

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
課
題

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

人
権
出
前
講
座

人
権
講
演
会

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

じ
ん
け
ん
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
６

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

　
　

 （
12
月
10
日
～
16
日
）

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

人
権
デ
ー
と
人
権
週
間

料 講

▼
登
録
型
本
人
通
知
制
度
と
は

　事
前
に
登
録
し
た
人
の
住
民

票
の
写
し
や
戸
籍
謄
本
等
を
、

代
理
人
や
第
三
者
に
交
付
し
た

場
合
に
、
郵
送
で
登
録
者
本
人

に
お
知
ら
せ
す
る
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

登
録
者
本
人
の
住
民
票
な
ど
を

代
理
人
や
第
三
者
が
取
得
し
た

事
実
を
早
期
に
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　誰
か
が
不
正
に
自
分
の
個
人

情
報
を
取
得
し
た
こ
と
が
分
か

れ
ば
、
不
正
取
得
の
早
期
発
見

や
事
実
関
係
の
早
期
究
明
が
期

待
で
き
ま
す
。

▼
事
前
登
録
が
で
き
る
人

　市
内
に
住
民
登
録
を
し
て
い

る
人
や
、
本
籍
が
あ
る
人
（
除

票
・
除
籍
を
含
む
）

▼
登
録
方
法

　本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

パ
ス
ポ
ー
ト
、
保
険
証
等
）
を

持
参
し
、
市
民
課
ま
た
は
各
支

所
で
登
録
の
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
郵
送
に
よ
る
手
続
き

も
で
き
ま
す
。

　代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合

は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

▼
通
知
の
対
象
と
な
る
証
明
書

 

・
住
民
票
の
写
し
（
除
票
を
含
む
）

・
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書

・
戸
籍
の
附
票
の
写
し
（
除
附

票
、
改
製
原
附
票
を
含
む
）

・
戸
籍
の
謄
抄
本
（
除
籍
、
改

製
原
戸
籍
を
含
む
）

▼
交
付
の
通
知

　交
付
通
知
書
に
は
、
次
の
４

項
目
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

①
交
付
し
た
日

②
交
付
し
た
証
明
書
の
種
類

　（
住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
本
等
）

③
交
付
枚
数

④
交
付
請
求
者
の
種
別

　（
本
人
等
の
代
理
人
、
そ
れ
以

外
の
第
三
者
）

　詳
し
く
は
、
市
民
課
ま
で
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　市
民
課

　☎
２３

−

３
９
２
４

登
録
型
本
人
通
知
制
度
の

　
　事
前
登
録
を
し
て
い
ま
す
か
？
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市職員の給与等の状況

秘書課人事係　☎２３－３９１５

　職員の給与は、人事院勧告や他の地方公共団体との均衡を考

慮して、条例で定められています。平成２７年度の市職員の給与

等の状況について、その概要をお知らせします。

区　分 給料月額等

給
料

市　長 ８５万２，３００円（９４万７，０００円）

副市長 ６５万７，０００円（７３万円）

教育長 ５８万５，９００円（６５万１，０００円）

報
酬

議　長 ５３万９，０００円 

副議長 ４６万５，０００円

議　員 ４３万円

期
末
手
当

市　長

（平成２７年度支給割合）

６月期　１．５０月分
１２月期　１．６５月分
　計　　３．１５月分

副市長

議　長

副議長

議　員

退
職
手
当

市　長 退職時の給料月額の４２０／１００

副市長 　　　　　〃　　　３００／１００

教育長 　　　　　〃　　　２２０／１００

区　分
観音寺市 香川県 国

期末 勤勉 期末 勤勉 期末 勤勉

期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

６月期 １．２２５月分 ０．８月分

同じ 同じ１２月期 １．３７５月分 ０．８月分

計 ２．６０月分
（１．４５）月分

１．６月分
（０．７５）月分

職制上の段階
職務の級等に
よる加算措置

有 有 有

平成２７年度
１人当たり
平均支給額

１４３万円 １６８万２千円 －

区　　分 観　音　寺　市 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 自己都合 応募認定・定年

退
職
手
当

勤続２０年 ２０．４４５月分 ２５．５５６２５月分

同じ

勤続２５年 ２９．１４５月分 ３４．５８２５月分

勤続３５年 ４１．３２５月分 ４９．５９月分

最高限度額 ４９．５９月分 ４９．５９月分

その他の
加算措置

定年退職前加算措置
（２～２０％）

平成２７年度
１人当たり
平均支給額

１５４万４千円 ２，１０５万円 －
①一般行政職

②技能労務職

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

観音寺市 ５４．１歳 ３４万７，０００円 ３７万４，６７１円

香川県 ５２．８歳 ３３万１，５８３円 ３６万４，２３８円

国 ５０．２歳 ２８万９，１４１円 －

　（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
　　　　２　職員数は、平成２７年４月１日現在の普通会計の人数で、全職員ではありません。

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２７年度に退職した職員に
支給された平均額です。

（注）（　）内は、再任用職員の支給割合です。

（注）職員数は一般職に属する職員数です。
　　［　　］内は、条例定数の合計です。

区　分
部　門

平成２７年
職員数

対前年
増減数

普

　通

　会

　計

　部

　門

一

　般

　行

　政

　部

　門

議　　会 ５ ０

総務企画 ７８ ０

税　　務 ２６ １

民　　生 ９８ ８

衛　　生 ４７ ０

労　　働 ０ ０

農林水産 ２１ ０

商　　工 ８ ０

土　　木 ３１ ４

計 ３１４ １３

教 育 部 門 ９３ △３

消 防 部 門 ０ ０

小　　　　計 ４０７ １０

　会
計
部
門

公
営
企
業
等

水　　　　道 １７ △３

下 　 水 　 道 ９ １

交　　　　通 ４ ０

そ 　 の 　 他 １９ △３

小　　　　計 ４９ △５

合　　計 ４５６
［５００］

５
［０］

（１）部門別職員数の状況　（単位：人） （２）年齢別職員構成の状況　　　　　（平成２７年４月１日現在）
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（３）級別職員数等の状況　　　　　　（平成２７年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級 主事・技師 ８５人 １８．６％

２級 主事・技師 ４８人 １０．５％

３級 係長・主任 ５８人 １２．７％

４級 主査 １１３人 ２４．８％

５級 課長補佐・副主幹 １１０人 ２４．１％

６級 課長・支所長・主幹 ３４人 ７．５％

７級 部長 ８人 １．８％

計 ４５６人 １００．０％

（注）給料の（　）は、減額措置を行う前の金
額です。

（注）観音寺市の給与条例に基づく給料表の級区分による
職員数です。

　　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代
表的な職務です。

③教育職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

観音寺市小・中学校
幼稚園教育職

４１．５歳 ３０万２，０２５円 ３３万１０１円

香川県小 ･ 中学校
幼稚園教育職

４４．５歳 ３７万４，２２０円 ３９万８，０４６円

１「平均給料月額」は、職種ごとの職員の基

本給の平均です。

２「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払

われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手

当などの全ての諸手当の額を合計したもの

です。

（１） 人件費の状況（普通会計決算）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２７年度）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成２７年度）

（３）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況　（平成２７年４月１日現在）

（注）「－」は、当該経験年数の職員が在職していないことを表しています。

（４） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　（平成２７年４月１日現在）

○職員の給与に関すること

○職員の手当の状況　　　　　　　　　　　　　　（平成２７年度）

○職員数　（平成２７年４月１日現在）

○特別職の報酬等の状況
（平成２７年４月１日現在）

○職員数の推移
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H22 　H23 　H24 　H25 　H26 　H27

職員数

構成比

５年前の構成比

住民基本台帳人口　
（平成２８年１月１日）

歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ）
人件費率

（Ｂ／Ａ）
平成２６年度の

人件費率

６万２，１３０人 ２６５億４，７４１万１千円 ６億１，２８５万円 ３８億９，４５７万１千円 １４．７％ １２．８％

職員数
（Ａ）

給　　　　　与　　　　　費 １人当たり
給与費

（Ｂ／Ａ）

平成２６年度１人
当たり給与費給　 料 職員手当 期末・勤勉手当    計（Ｂ）

４０７人 １５億２，１４９万９千円 ２億１，０３１万円 ５億７，４９８万８千円 ２３億６７９万７千円 ５６６万８千円 ５６６万４千円

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

観音寺市 ４５．４歳 ３３万８，４００円 ４０万３，５５８円

香川県 ４４．３歳 ３３万８，０４７円 ４１万８，２０５円

国 ４３．５歳 ３３万４，２８３円 －

区　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職
大学卒 ２４万８，２３３円 ３５万８，８００円 ３８万８，７００円 －

高校卒 ２２万９，４００円 ３１万５，０００円 － ３８万６，０５０円
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〈給与所得控除の見直し〉

　給与所得控除の

見直しが行われ、

給与所得控除の上

限額が段階的に引

き下げられること

とされました。

〈金融所得課税の一体化〉

　公社債等の課税方式が株式等の課税方式と

同一化されます。

　また、特定公社債等の利子および譲渡損益、

上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡

大し、３年間の繰越控除ができることとされ

ました。

＊飼い主不明の犬・猫の引き取りは香川県西讃保健福祉事務所（☎２５－４３８３）です。
　１２月２３日（祝・金）から１月３日（火）までは、受け付けできません。
＊そのほかの施設は、各施設へ早めに問い合わせてください。

年末年始の休業日
年末は窓口が大変混雑します。用事がある人は早めに済ませてください。

窓　口　な　ど 休　業　日 注　　意

市
役
所

本庁　　　　☎２３－３９００

１２月２９日（木）～１月３日（火）
出生・婚姻・死亡などの届け出は、休み期間中
でも受け付けます。（伊吹支所は除く）

大野原支所　☎５４－５７００

豊浜支所　　☎５２－１２００

伊吹支所　　☎２９－２１１１

水道お客さまセンター
（市役所３階）
☎２５－５２１１

年末年始も、休まず営業

水道使用開始や中止の申し込み、支払いなどの
受け付けをします。（受付時間は、午前８時３０
分から午後６時まで）来庁の際は、中央公民館
側の夜間休日通用口を利用してください。

ご
み
収
集

観音寺地域
☎２５－２６９８

可燃ごみ １２月３１日（土）～１月３日（火）

ごみは、指定された収集日の指定された場所に、
当日の午前８時までに出してください。前日の
ごみ出しはできませんので、協力をお願いしま
す。

不燃ごみ １２月２９日（木）～１月３日（火）

大野原地域
☎５４－５７００

可燃ごみ １２月３１日（土）～１月３日（火）

不燃ごみ １２月２８日（水）～１月４日（水）

豊浜地域
☎５２－１２００

可燃ごみ １２月３１日（土）～１月４日（水）

不燃ごみ １２月２９日（木）～１月３日（火）

伊吹地域
☎２９－２１１１
☎２９－２２２４

可燃ごみ・
　不燃ごみ

１２月２９日（木）～１月３日（火）

持ち込みごみ　☎２５－２６９８
生活環境課

１２月２９日（木）～　
１月９日（祝・月）

１月は１０日（火）から受け付けます。土・日曜日、
祝日以外の午前１０時から午後２時までに搬入し
てください。

火
葬
場

燧望苑　　　　☎６７－５６５０ １月１日（祝・日）・２日（月）

伊吹　　　　　☎２９－２１１１ １２月２９日（木）～１月３日（火）

く
み
取
り

衛生センター　☎２３－１４３８ １２月２９日（木）～１月３日（火）
年末のし尿くみ取りは、必ず１２月９日（金）まで
に申し込んでください。

図
書
館

中央図書館　　☎２３－３９６０

１２月２９日（木）～１月３日（火）大野原図書館　☎５４－５７１５

豊浜図書館　　☎５２－１２０６

のりあいバス　☎２３－３９４９ １２月２９日（木）～１月３日（火） 伊吹線　☎２９－２１１１

萩の湯　　　　☎５４－５５５５ 年末年始も、休まず営業

　平成２８年分の所得税確定申告から、

確定申告書にマイナンバーの記載が

必要になりました。申告の際には、

本人確認書類の提示または写しの添

付が必要です。

○個人番号カードを持っている人

　個人番号カードのみ

○個人番号カードを持っていない人

　通知カード等＋

　　　　運転免許証または保険証等

問い合わせ先

　税務課市民税係☎２３－３９２２

　観音寺税務署　☎２５－２１９１

　観音寺市民会館友の会「カノン・メンバ

ーズクラブ」の会員を募集します。

　入会すると、市民会館主催公演のチケッ

トの先行予約や割引購入、定期的な公演情

報のお知らせなどの特典が受けられます。

会員期間　１年間

年 会 費　１，０００円（税込み）

　　　　　（７０歳以上の人は、年会費無料）

★開館記念キャンペーン

　平成２９年３月３１日までに申し込んだ人は

全員、平成２９年度分の会費が無料

申し込み方法

　チラシ（カノン・メンバーズクラブ入会

のご案内）についている、申し込みはがき

に必要事項を記入し、持参または郵送して

ください。

　チラシは、広報かんおんじ１２月号と一緒

に配布しています。

申し込み・問い合わせ先　

　市民会館準備事務所

　（文化振興課内）　☎２３－３９３９

　冠事業とは、平成２９年４月１日に開館する市民会館を開館

前に広くアピールすることを目的に、市内で活動している文

化芸術団体が、指定する冠称を付け実施する事業のことです。

……………………… 今月の開催予定 ………………………

●第２９回歌声きっ茶＆クリスマスコンサート

　日時　１２月１７日（土）午後２時開演

　場所　豊浜中央公民館　参加費　一般１，０００円、会員５００円

　主催　観音寺音楽協会　　　　　高校生以下無料

　問い合わせ先　観音寺音楽協会事務局　☎２５－２４３２

●コール花の輪・みとよ　クリスマスコンサート

　日時　１２月１８日（日）午後１時３０分開演　※無料　

　場所　観音寺聖母幼稚園

　主催　コール花の輪・みとよ

　問い合わせ先　コール花の輪・みとよ事務局

　　　　　　　　☎０９０－１５７６－２５４５

受け付け方法や空き状況など、詳しくは問い合わせてください。

申し込み・問い合わせ先

　市民会館準備事務所（文化振興課内）　☎２３－３９３９

　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）

　臨時福祉給付金の申請書（請求書）が届いて

いる人で、まだ申請を済ませていない人は、早

めに申請してください。

申請期限　平成２９年１月１３日（金）まで

　　　　　（当日消印有効）

　平成２９年１月以降に送付す

る次の納税通知書等の様式を

変更します。

○市県民税

○固定資産税・都市計画税

○軽自動車税

○国民健康保険税

問い合わせ先

　税務課　☎２３－３９２２

給与所得控除の見直しに係る一覧

区　分 現　行 平成２９年度

上限額が適
用される給
与収入額　

１，５００万円 １，２００万円

給与所得控
除の上限額

２４５万円 ２３０万円

〈多世帯同居改修工事等の特例〉

　所定の要件を満たした多世帯同居に係るリ

フォームも、住宅借入金等特別控除の対象と

なります。平成２８年４月１日から平成３１年６

月３０日までの間に居住を開始したものに適用

されます。

〈日本国外に居住する親族に係る扶養控除等

の書類の添付等を義務化〉

　年末調整や所得税確定申告等において、日

本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適

用を受ける場合は、親族関係書類および送金

関係書類を添付または提示しなければならな

いこととされました。

問い合わせ先

　税務課市民税係　☎２３－３９２２

平成２９年度における市税等の主な改正点

所得税確定申告時のお願い

市民会館友の会会員募集 市民会館開館記念冠事業

市民会館利用申し込みを受け付けています

忘れていませんか？
平成２８年度臨時福祉給付金および
年金生活者等支援臨時福祉給付金

（障害基礎年金・遺族基礎年金受給者向け）

お知らせ

イメージキャラクター
カクニンジャ

受付窓口　社会福祉課（市役所１階）

受付時間　午前８時３０分～午後５時

　　　　　（土・日曜日、祝日は除く）

注　　意　申請期限を過ぎると、給付金の受け

取りができなくなります。

申請をした人で、申請書に不備があ

る人には、順次、電話または郵便で

連絡します。

問い合わせ先

　臨時福祉給付金受付窓口　☎２３－３９８１
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